
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液晶表示パネルと、この液晶表示パネルの観察側に対する背面側に配置されるバックラ
イトユニットと、これら液晶表示パネルとバックライトユニットをモジュール化させる筐
体とを備える液晶表示装置において、
　前記筐体は、底面と側面とを有して箱型をなし、
　前記筐体の底面と前記液晶表示パネルとの間に前記バックライトが収納され、
　前記側面は前記底面よりも背面側に延在し、前記筐体の辺に沿って形成された突出部を
備え
　 ることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　液晶表示パネルと、この液晶表示パネルの観察側に対する背面側に配置されるバックラ
イトユニットと、バックライトユニットを収納する樹脂枠体と、電源回路とを備える液晶
表示装置において、
　前記樹脂枠体は、底面と側面とを有して箱型をなし、
　前記樹脂枠体の底面と前記液晶表示パネルとの間に前記バックライトが収納され、
　前記側面は前記底面よりも背面側に延在し、前記樹脂枠体の辺に沿って形成された突出
部を備え
　 るとともに、
　前記電源回路は、樹脂枠体の底面であって前記突出部の間に配置させたことを特徴とす
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る液晶表示装置。
【請求項３】
　前記液晶表示パネルは、その一辺に搭載された映像信号駆動回路と、この映像信号駆動
回路に接続されるコントロール回路を備え、
　前記コントロール回路は前記筐体或いは樹脂枠体の側面に収納されていることを特徴と
する請求項１および２記載のうちいずれか記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　バックライトユニットは、液晶表示パネルに対向して配置される複数の陰極線管と、こ
の陰極線管からの光を該液晶表示パネル側へ導く反射板とから構成されていることを特徴
とする請求項１および２記載のうちいずれか記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　前記突出部の高さは該樹脂枠体の底面に配置された電源回路の厚みより高く構成されて
いることを特徴とする請求項２記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　電源回路はインバータ回路からなることを特徴とする請求項２および５記載のうちいず
れか記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は液晶表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
液晶表示パネルは、液晶を介して互いに対向配置される各透明基板を外囲器とし、該液晶
の広がり方向に形成された多数の画素の液晶の光透過率を制御できるようになっている。
【０００３】
このため、通常は、該液晶表示パネルの背面にはバックライトユニットが配置され、これ
ら液晶表示パネルおよびバックライトユニットはそれらを囲む筐体とともにモジュール化
されて組み立てられる。
【０００４】
ここで、前記筐体は、モジュールの軽量化を図るため箱型状の樹脂枠体と、この樹脂枠体
に係合される上フレームで構成されている。
【０００５】
そして、バックライトユニットは樹脂枠体の中に収納され、液晶表示パネルは樹脂枠体上
に載置させることによって該バックライトユニットと対向配置されるともに、上フレーム
によって樹脂枠体側に押さえつけられるようになっている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このような構成からなる液晶表示装置は、その液晶表示パネルが大型化（
たとえば１８インチの大きさ）されるにともない、次のような不都合が明らかになった。
【０００７】
まず、その筐体は比較的厚みの小さなフラット型となっていることから、たとえばその一
つの対角線上の両側において互いに逆の回転力が加わった場合の捻じれに対抗する強度が
極めて小さいという構造となっていることである。
【０００８】
また、液晶表示装置の大型化にともない、筐体のたわみ、歪み等の変形に対する強度も小
さいという問題点があった。
【０００９】
このため、筐体内の液晶表示パネルは捻じれ易くなり、該液晶表示パネルの外囲器を構成
する各透明基板の間隔（液晶の層厚に相当する）が変化し、表示に悪影響を与えることが
指摘されている。
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【００１０】
また、筐体の変形により、周辺回路と液晶表示パネルを接続するフレキシブル配線基板の
接続不良が発生したり、フレキシブル配線基板の配線層自体に断線が生じることも指摘さ
れる。
【００１１】
また、液晶表示パネルにともなって大きくなるバックライトユニットとしては、光の効率
化の観点からいわゆる直下型と称されるものを用いるのが有効となる。
【００１２】
ここで、直下型のバックライトユニットとは、液晶表示パネルに対向して配置される複数
の陰極線管と、この陰極線管からの光を該液晶表示パネル側へ導く反射板とから構成され
ているものである。
【００１３】
しかし、このバックライトユニットの陰極線管は約８本程度必要となり、それにともなっ
て、それらに電源を供給する電源回路は大きくなってしまうことになる。
【００１４】
このため、この電源回路を含むモジュールは、該電源回路の部分において突出部を有する
形状とならざるを得ず、その電源回路を保護する特別な構成も必要となってくるというこ
とが指摘されている。
【００１５】
本発明は、このような事情に基づいてなされたものであり、その目的は、捻じれに対抗す
る強度の強い構造となっている液晶表示装置を提供することにある。
【００１６】
また、本発明の他の目的は、電源回路の保護を図った液晶表示装置を提供することにある
。
【００１７】
【課題を解決するための手段】
本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、以下のと
おりである。
【００１８】
手段１．
液晶表示パネルと、この液晶表示パネルの観察側に対する背面側に配置されるバックライ
トユニットと、これら液晶表示パネルとバックライトユニットをモジュール化させる筐体
と、を備える液晶表示装置において、
前記筐体は、その観察側から見た外形の少なくとも相い対する一対の各辺が背面側に延在
する側面部を備えることを特徴とするものである。
【００１９】
このように構成された液晶表示装置は、前記筐体はその側面部と直交する線に沿った断面
がほぼコ字状となる。
【００２０】
この構造は、たとえばその一つの対角線上の両側において互いに逆の回転力が加わった場
合の捻じれに対抗する強度を極めて大きくできる。
【００２１】
手段２．
液晶表示パネルと、この液晶表示パネルの観察側に対する背面側に配置されるバックライ
トユニットと、これら液晶表示パネルとバックライトユニットをモジュール化させる筐体
と、前記液晶表示パネルに電源を供給させる電源回路と、を備える液晶表示装置において
、
前記筐体は、その観察側から見た外形の少なくとも相い対する一対の各辺が背面側に延在
する側面部を備えるとともに、
前記電源回路は、該筐体の背面であって前記側面部の間に配置させたことを特徴とする液
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晶表示装置。
【００２２】
このように構成された液晶表示装置は、手段１で奏する効果とともに、電源回路がその周
辺において防壁（前記側面部）を備えるように構成されることから、外的障害が保護され
るようになる。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明による液晶表示装置の実施例を図面を用いて説明する。

〔液晶表示装置の等価回路〕
図１は、本発明による液晶表示装置の一実施例を示す等価回路図である。同図は、回路図
ではあるが、実際の幾何学的配置に対応して描かれている。
【００２４】
この実施例では、広い視野角をもつものとして知られているいわゆる横電界方式を採用し
た液晶表示装置に本発明を適用させている。
【００２５】
まず、液晶表示パネル１があり、その液晶表示パネル１は、液晶を介して互いに対向配置
された透明基板１Ａ、１Ｂを外囲器としている。この場合、一方の透明基板（図中下側の
基板：マトリックス基板１Ａ）は他方の透明基板（図中上側の基板：カラーフィルタ基板
１Ｂ）に対して若干大きく形成され、図中下側と右側の周辺端はほぼ面一に合わせて配置
されてる。
【００２６】
この結果、一方の透明基板１Ａの図中左側の周辺および図中上側の周辺は他方の基透明板
１Ｂに対して外方に延在されるようになっている。後に詳述するが、この部分はゲート駆
動回路およびドレイン駆動回路が搭載される領域となっている。
【００２７】
各透明基板１Ａ、１Ｂの重畳する領域にはマトリックス状に配置された画素２が構成され
、この画素２は、図中ｘ方向に延在されｙ方向に並設される走査信号線３とｙ方向に延在
されｘ方向に並設される映像信号線４とで囲まれる領域に形成され、少なくとも、一方の
走査信号線３から走査信号の供給によって駆動されるスイッチング素子ＴＦＴと、このス
イッチング素子ＴＦＴを介して一方の映像信号線４から供給される映像信号が印加される
画素電極とが備えられている。
【００２８】
ここでは、上述したように、各画素２は、いわゆる横電界方式を採用したもので、後に詳
述するように、上記のスイッチング素子ＴＦＴおよび画素電極の他に、対向電極および付
加容量素子が備えられるようになっている。
【００２９】
そして、各走査信号線３はその一端（図中左側の端部）が透明基板１Ｂ外にまで延在され
、透明基板１Ａに搭載されたゲート駆動回路（ＩＣ）５の出力端子に接続されるようにな
っている。
【００３０】
この場合、ゲート駆動回路５は複数設けられているともに、前記走査信号線３は互いに隣
接するもの同士でグループ化され、これら各グループ化された走査信号線３が近接する各
ゲート駆動回路５にそれぞれ接続されるようになっている。
【００３１】
また、同様に、各映像信号線４はその一端（図中上側の端部）が透明基板１Ｂ外にまで延
在され、透明基板１Ａに搭載されたドレイン駆動回路（ＩＣ）６の出力端子に接続される
ようになっている。
【００３２】
この場合も、ドレイン駆動回路６は複数設けられているともに、前記映像信号線４は互い
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に隣接するもの同士でグループ化され、これら各グループ化された映像信号線４が近接す
る各ドレイン駆動回路６にそれぞれ接続されるようになっている。
【００３３】
一方、このようにゲート駆動回路５およびドレイン駆動回路６が搭載された液晶表示パネ
ル１に近接して配置されるプリント基板１０（コントロール基板１０）があり、このプリ
ント基板１０には電源回路１１等の他に、前記ゲート駆動回路５およびドレイン駆動回路
６に入力信号を供給するためのコントロール回路１２が搭載されている。
【００３４】
そして、このコントロール回路１２からの信号はフレキシブル配線基板（ゲート回路基板
１５、ドレイン回路基板１６Ａ、ドレイン回路基板１６Ｂ）を介してゲート駆動回路５お
よびドレイン駆動回路６に供給されるようになっている。
【００３５】
すなわち、ゲート駆動回路５側には、これら各ゲート駆動回路５の入力側の端子にそれぞ
れ対向して接続される端子を備えるフレキシブル配線基板（ゲート回路基板１５）が配置
されている。
【００３６】
そのゲート回路基板１５は、その一部が前記コントロール基板１０側に延在されて形成さ
れ、その延在部において、該コントロール基板１０と接続部１８を介して接続されている
。
【００３７】
コントロール基板１０に搭載されたコントロール回路１２からの出力信号は、該コントロ
ール基板１０上の配線層、前記接続部１８、さらにはゲート回路基板１５上の配線層を介
して各ゲート駆動回路５に入力されるようになっている。
【００３８】
また、ドレイン駆動回路６側には、これら各ドレイン駆動回路６の入力側の端子にそれぞ
れ対向して接続される端子を備えるドレイン回路基板１６Ａ、１６Ｂが配置されている。
【００３９】
このドレイン回路基板１６Ａ、１６Ｂは、その一部が前記コントロール基板１０側に延在
されて形成され、その延在部において、該コントロール基板１０と接続部１９Ａ、１９Ｂ
を介して接続されている。
【００４０】
コントロール基板１０に搭載されたコントロール回路１２からの出力信号は、該コントロ
ール基板１０上の配線層、前記接続部１９Ａ、１９Ｂ、さらにはドレイン回路基板１６Ａ
、１６Ｂ上の配線層を介して各ドイレン駆動回路１６Ａ、１６Ｂに入力されるようになっ
ている。
【００４１】
なお、ドレイン駆動回路６側のドレイン回路基板１６Ａ、１６Ｂは、図示のように、２個
に分割されて設けられている。液晶表示パネル１の大型化にともなって、たとえばドレイ
ン回路基板の図中ｘ方向への長さの増大による熱膨張による弊害を防止する等のためであ
る。
【００４２】
そして、コントロール基板１０上のコントロール回路１２からの出力は、ドレイン回路基
板１６Ａの接続部１９Ａ、およびドレイン回路基板１６Ｂの接続部１９Ｂをそれぞれ介し
て、対応するドレイン駆動回路６に入力されている。
【００４３】
さらに、コントロール基板１０には、映像信号源２２からケーブル２３によってインター
フェース基板２４を介して映像信号が供給され、該コントロール基板１０に搭載されたコ
ントロール回路１２に入力されるようになっている。
【００４４】
なお、この図では、液晶表示パネル１、ゲート回路基板１５、ドイレン回路基板１６Ａ、
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１６Ｂ、およびコントロール基板１０がほぼ同一平面内に位置づけられるように描かれて
いるが、実際には該コントロール基板１０はゲート回路基板１５、ドイレン回路基板１６
Ａ、１６Ｂの部分で屈曲されて液晶表示パネル１に対してほぼ直角になるように位置づけ
られるようになっている。
【００４５】
いわゆる額縁の面積を小さくさせる趣旨からである。ここで、額縁とは、液晶表示装置の
外枠の輪郭と表示部の輪郭の間の領域をいい、この領域を小さくすることによって、外枠
に対して表示部の面積を大きくできる効果を得ることができる。
【００４６】
〔液晶表示装置のモジュール〕
図２は、本発明による液晶表示装置のモジュールの一実施例を示す分解斜視図である。
【００４７】
同図の液晶表示装置は、大別して、液晶表示パネルモジュール４００、バックライトユニ
ット３００、樹脂枠体５００、中フレーム７００、上フレーム８００等からなり、これら
はモジュール化されたものとなっている。
以下、これら各部材を順次説明する。
【００４８】
〔液晶表示パネルモジュール〕
この液晶表示パネルモジュール４００は、液晶表示パネル１と、この液晶表示パネル１の
周辺に搭載された複数の半導体ＩＣからなるゲート駆動ＩＣ５、ドレイン駆動ＩＣ６、お
よびこれら各駆動ＩＣの入力端子に接続されるフレキシブルなゲート回路基板１５とドレ
イン回路基板１６（１６Ａ、１６Ｂ）とから構成されている。
【００４９】
すなわち、後に詳述するコントロール基板１０からの出力はゲート回路基板１５およびド
レイン回路基板１６Ａ、１６Ｂを介して液晶表示パネル１００上のゲート駆動ＩＣ５、ド
レイン駆動ＩＣ６に入力され、これら各駆動ＩＣの出力は該液晶表示パネル１の走査信号
線２および映像信号線３に入力されるようになっている。
【００５０】
ここで、前記液晶表示パネル１は、上述したように、その表示領域部がマトリックス状に
配置された多数の画素から構成され、このうちの一の画素の構成は図３のようになってい
る。
【００５１】
同図において、マトリックス基板１Ａの主表面に、ｘ方向に延在する走査信号線３と対向
電圧信号線５０とが形成されている。そして、これら各信号線３、５０と後述のｙ方向に
延在する映像信号線２とで囲まれる領域が画素領域として形成されることになる。
【００５２】
すなわち、この実施例では、走査信号線３との間に対向電圧信号線５０が走行して形成さ
れ、その対向電圧信号線５０を境にして±ｙ方向のそれぞれに画素領域が形成されること
になる。
【００５３】
このようにすることによって、ｙ方向に並設される対向電圧信号線５０は従来の約半分に
減少させることができ、それによって閉められていた領域を画素領域側に分担させること
ができ、該画素領域の面積を大きくすることができるようになる。
【００５４】
各画素領域において、前記対向電圧信号線５０にはそれと一体となってｙ方向に延在され
た対向電極５０Ａがたとえば３本当間隔に形成されている。これら各対向電極５０Ａは走
査信号線３に接続されることなく近接して延在され、このうち両脇の２本は映像信号線３
に隣接して配置され、残りの１本は中央に位置づけられている。
【００５５】
さらに、このように走査信号線３、対向電圧信号線５０、および対向電極５０Ａが形成さ
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れた透明基板１Ａの主表面には、これら走査信号線３等をも被ってたとえばシリコン窒化
膜からなる絶縁膜が形成されている。この絶縁膜は後述する映像信号線２に対しては走査
信号線３および対向電圧信号線５０との絶縁を図るための層間絶縁膜として、薄膜トラン
ジスタＴＦＴに対してはゲート絶縁膜として、蓄積容量Ｃｓｔｇに対しては誘電体膜とし
て機能するようになっている。
【００５６】
この絶縁膜の表面には、まず、その薄膜トランジスタＴＦＴの形成領域において半導体層
５１が形成されている。この半導体層５１はたとえばアモルファスＳｉからなり、走査信
号線３上において後述する映像信号線２に近接された部分に重畳されて形成されている。
これにより、走査信号線３の一部が薄膜トランジスタＴＦＴのゲート電極を兼ねた構成と
なっている。
【００５７】
そして、この絶縁膜の表面にはそのｙ方向に延在しかつｘ方向に並設される映像信号線２
が形成されている。この映像信号線２は、薄膜トランジスタＴＦＴを構成する前記半導体
層５１の表面の一部にまで延在されて形成されたドレイン電極２Ａが一体となって備えら
れている。
【００５８】
さらに、画素領域における絶縁膜の表面には薄膜トランジスタＴＦＴのソース電極５３Ａ
に接続された画素電極５３が形成されている。この画素電極５３は前記対向電極５０Ａの
それぞれの中央をｙ方向に延在して形成されている。すなわち、画素電極５３の一端は前
記薄膜トランジスタＴＦＴのソース電極５３Ａを兼ね、そのままｙ方向に延在され、さら
に対向電圧信号線５０上をｘ方向に延在された後に、ｙ方向に延在するコ字形状となって
いる。
【００５９】
ここで、画素電極５３の対向電圧信号線５０に重畳される部分は、該対向電圧信号線５０
との間に前記絶縁膜を誘電体膜とする蓄積容量Ｃｓｔｇを構成している。この蓄積容量Ｃ
ｓｔｇによってたとえば薄膜トランジスタＴＦＴがオフした際に画素電極５３に映像情報
を長く蓄積させる効果を奏するようにしている。
【００６０】
なお、前述した薄膜トランジスタＴＦＴのドレイン電極２Ａとソース電極５３Ａとの界面
に相当する半導体層５１の表面にはリン（Ｐ）がドープされて高濃度層となっており、こ
れにより前記各電極におけるオーミックコンタクトを図っている。この場合、半導体層５
１の表面の全域には前記高濃度層が形成されており、前記各電極を形成した後に、該電極
をマスクとして該電極形成領域以外の高濃度層をエッチングするようにして上記の構成と
することができる。
【００６１】
そして、このように薄膜トランジスタＴＦＴ、映像信号線２、画素電極５３、および蓄積
容量Ｃｓｔｇが形成された絶縁膜の上面にはたとえばシリコン窒化膜からなる保護膜が形
成され、この保護膜の上面には配向膜が形成されて、液晶表示パネル１のいわゆる下側基
板を構成している。
【００６２】
なお、図示していないが、いわゆる上側基板となる透明基板（カラーフィルタ基板）１Ｂ
の液晶側の部分には、各画素領域に相当する部分に開口部を有するブラックマトリツクス
（図３の符号５４に相当する）が形成されている。
【００６３】
さらに、このブラックマトリックス５４の画素領域に相当する部分に形成された開口部を
被ってカラーフィルタが形成されている。このカラーフィルタはｘ方向に隣接する画素領
域におけるそれとは異なった色を備えるとともに、それぞれブラックマトリックス５４上
において境界部を有するようになっている。
【００６４】

10

20

30

40

50

(7) JP 3827866 B2 2006.9.27



また、このようにブラックマトリックス、およびカラーフィルタが形成された面には樹脂
膜等からなる平坦膜が形成され、この平坦膜の表面には配向膜が形成されている。
【００６５】
〔バックライト〕
液晶表示パネルモジュール４００の背面にはバックライトユニット３００が配置されてい
る。
【００６６】
このバックライトユニット３００はいわゆる直下型と称されるもので、図中ｘ方向に延在
されｙ方向に並設される複数（図では８本）の等間隔に配置された冷陰極線管３５と、こ
の冷陰極線管３５からの光を前記液晶表示パネルモジュール４００の側へ照射させるため
の反射板３６とから構成されている。
【００６７】
この反射板３６は、たとえば冷陰極線管３５の並設方向（ｙ方向）に波状に形成されてい
る。すなわち、各冷陰極線管３５が配置される個所において円弧状の凹部を有し、各冷陰
極線管の間において先鋭な凸部を有する形状をなし、各冷陰極線管からの光の全てを前記
液晶表示パネルモジュールの側へ照射させるのに効率的な形状となっている。
【００６８】
〔樹脂枠体〕
この樹脂枠体５００はモジュール化された液晶表示装置の外枠の一部を構成するもので、
前記バックライトユニット３００を収納するようになっている。
【００６９】
ここで、この樹脂枠体５００は底面と側面とを有する箱型をなし、その側面の上端面はバ
ックライトユニット３００を覆って配置される拡散板（図示せず）を載置できるようにな
っている。
【００７０】
この拡散板はバックライトユニット３００の各冷陰極線管３５からの光を拡散させる機能
を有し、これにより、液晶表示パネルモジュール４００の側に明るさの偏りのない均一な
光を照射させることができるようになっている。
【００７１】
この場合、樹脂枠体５００はその肉厚が比較的小さく形成されている。それによる機械的
強度の減少は後述する中フレーム７００によって補強することができるようになっている
からである。
【００７２】
なお、この樹脂枠体５００の背面には電源回路１１の一つであるＤＣ／ＡＣインバータ基
板４０が取り付けられるようになっている。
【００７３】
このＤＣ／ＡＣインバータ基板４０はバックライトユニット３００の各冷陰極線管３５に
電源を供給するための電源装置の一部を構成し、このＤＣ／ＡＣインバータ基板４０から
の結線は各冷陰極線管３５の両端の端子に接続されるようになっている。
【００７４】
図４は、樹脂枠体５００をその裏面、すなわちバックライトユニット３００が配置される
側と反対側の面から見た図である。
【００７５】
同図から明らかなように、該樹脂枠体５００は、そのｘ方向に平行な各辺がその各辺に沿
って突出した突起部５００Ａが形成されている。
【００７６】
すなわち、前記樹脂枠体５００は、液晶表示装置の観察側から見た外形の相い対する一対
の各辺（ｘ方向に平行な各辺）が背面側に延在する側面部５００Ｂを備えるようにして形
成されている。
【００７７】
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このように構成した理由は、樹脂枠体５００のその対角線上における逆向きの回転力によ
る捻じれに対して強度を持たせる効果をも奏するが、この樹脂枠体５００と後述の中フレ
ーム７００との組合せで構成される筐体の強度を充分なものとすることによる。
【００７８】
また、樹脂枠体５００の前記側面部５００Ｂの高さは、後述の説明で明らかになるように
ＤＣ／ＡＣインバータ基板４０の高さよりも高く形成し、これにより比較的大きなものと
なる。しかし、この側面部５００Ｂには、前述したように、それと対向して（実際には、
中フレーム７００を介して）コントロール基板１０が近接して配置されるようになってい
る。
【００７９】
このため、回路構成が複雑になっているコントロール基板１０を大きなものとして構成で
きる効果を奏する。
【００８０】
また、この場合のコントロール基板１０は、液晶表示パネルモジュール４００側との間に
中フレーム７００が存在していることから、電磁波に対するシールド機能を有する効果も
奏する。
【００８１】
なお、この実施例では、前記突起部５００Ａはｘ方向に平行な各辺に設けたものであるが
、これに限定されることはなく、ｙ方向に平行な各辺に設けるようにしても同様の効果を
奏することはいうまでもない。
【００８２】
〔ＤＣ／ＡＣインバータ基板〕
図５は、前記樹脂枠体５００の裏面に配置されたＤＣ／ＡＣインバータ基板４０を示す図
である。
【００８３】
このＤＣ／ＡＣインバータ基板４０には、前記バックライトユニット３００の冷陰極線管
３５の数（この実施例では８本）に応じたトランス７１が搭載され、これら各トランス７
１は、各冷陰極線管３５のそれぞれの一端側（高圧側）とほぼ重畳するように配置されて
いる。
【００８４】
各冷陰極線管３５に電源を供給する場合において、その配線の長さを極力短くすることが
できるからである。
【００８５】
また、このＤＣ／ＡＣインバター基板４０は樹脂枠体５００の裏面に取り付けた金属から
なるシールド板７２を介して配置されるようになっているが、このシールド板７２の一部
（ＤＣ／ＡＣインバータ基板４０のほぼ搭載部分）には開口７２Ａが設けられている。前
記トランス７１によってシールド板７２にうず電流が発生してしまうのを回避するためで
ある。
【００８６】
そして、このように取り付けられたＤＣ／ＡＣインバータ基板４０は、その搭載部品をも
含めて、前記樹脂枠体５００の突起部５００Ｂから突出しない程度の高さとなっている。
【００８７】
換言すれば、樹脂枠体５００の突起部５００Ｂは、搭載部品を含むＤＣ／ＡＣインバータ
基板４０が突出しない程度に充分に高く設定されている。
【００８８】
〔中フレーム〕
前記液晶表示パネルモジュール４００と拡散板との間には中フレーム７００が配置される
ようになっている。
【００８９】
この中フレーム７００は液晶表示パネルモジュール４００の表示領域部に相当する部分に
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開口４２が形成された比較的肉厚の薄い金属板から構成されている。
【００９０】
そして、この中フレーム７００は前記拡散板を樹脂枠体５００に押さえつける機能と液晶
表示パネルモジュール４００を載置させる機能を備えている。
【００９１】
このため、液晶表示パネルモジュール４００が載置される中フレーム７００の上面の一部
には該液晶表示パネル１００位置決めするためのスペーサ４４が取り付けられている。こ
れにより、液晶表示パネル１００は中フレーム７００に対して正確な位置決めができるよ
うになっている。
【００９２】
そして、この中フレーム７００には側面４６が一体的に形成された形状をなし、換言すれ
ば、ほぼ箱型をなす金属板の底面に前記開口４２が形成された形状をなしている。
【００９３】
このような形状の中フレーム７００は、拡散板６００を間に配置させた状態で、前記樹脂
枠体５００に嵌め合わされるようになっている。換言すれば、樹脂枠体５００に対して中
フレーム７００はその側面４６の内壁が前記樹脂枠体５００の側面の外壁と対向するよう
に積載されるようになっている。
【００９４】
このように構成される金属板の中フレーム７００は、樹脂枠体５００とともに一つの枠体
（筐体）を構成することになり、樹脂枠体５００の肉厚を大きくすることなく、その機械
的強度を向上させることができるようになる。
【００９５】
すなわち、中フレーム７００および樹脂枠体５００のそれぞれは、その機械的強度が充分
でなくても、それらが上述したように嵌め合わされることによって、機械的強度が向上し
、とくに、箱体の対角線の周りの捻じれに対して強度を有するようになる。
【００９６】
また、樹脂枠体５００に形成した上記突起部５００Ａも箱体の対角線の周りの捻じれに対
して強度を増強させている。
【００９７】
このため、液晶表示装置のモジュールにおけるいわゆる額縁を大きくしないで充分な強度
を確保できる効果を奏する。
【００９８】
また、中フレーム７００それ自体でも、側面を有しないほぼ平面的なものと比較すると、
機械的強度が大きくなり、モジュールの組立ての前段階における取扱いが容易になるとい
う効果を奏する。
【００９９】
なお、この実施例では、中フレーム７００の側面４６の一部にコントロール基板１０とＤ
Ｃ／ＤＣコンバータ基板１１とが互いに対向して配置されるようになっている。換言すれ
ば、液晶表示パネルモジュール４００に対して垂直に配置され、これにより額縁の縮小化
を図っている。
【０１００】
この場合、コントロール基板１０は、液晶表示パネルモジュール４００に取り付けられた
フレキシブルなゲート回路基板１５およびドレイン回路基板１６Ａ、１６Ｂとそれぞれ接
続部１８、１９Ａ、１９Ｂを介して接続され、該ドレイン基板３１を屈曲させることによ
って上述した配置になっている。
【０１０１】
なお、このようにすることによって、コントロール基板１０から発生する電磁波の他の部
材への影響を前記中フレーム７００の側面４６によって回避できるようになることは上述
したとおりである。
【０１０２】
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上述した実施例では、中フレーム７００の形状として箱型のものを説明したものであるが
、完全な箱型である必要はなく、少なくとも一辺に側面が形成されたものであってもよい
。
【０１０３】
このような中フレーム７００は平面的なものでなく、屈曲部を有するものであり、それに
よって機械的強度が向上する構造となっているからである。
【０１０４】
〔上フレーム〕
この上フレーム８００は、液晶表示パネルモジュール４００、中フレーム７００、および
拡散板を樹脂枠体５００の側に押さえる機能を有するとともに、該樹脂枠体５００ととも
に液晶表示装置のモジュールの外枠を構成するようになっている。
【０１０５】
この上フレーム５００はほぼ箱型の形状をなす金属板に液晶表示パネルモジュール４００
の表示領域部に相当する部分に開口（表示窓）４８が形成され、前記樹脂枠体５００にた
とえば係止されて取り付けられるようになっている。
【０１０６】
また、この上フレーム８００はシールド材としての機能をも有している。
【０１０７】
〔上記部品の組立体〕
図６は、図２に示す各部品の組立体を示す図で、その中央は上フレーム８００側から観た
平面図、左右上下の各図はその方向から見た側面図を示している。
【０１０８】
ここで、図中左右の各図から、樹脂枠体５００の裏面に配置されたＤＣ／ＡＣインバータ
基板４０は上フレーム８００の側面から突出することなく（換言すれば、観察できない状
態で）配置されていることが判明する。
【０１０９】
また、図中左右の各図から、樹脂枠体５００は、その突起部５００Ａによって断面がコ字
状をなす形状となっていることが判明する。
【０１１０】
このような形状からなる樹脂枠体５００は、その対角線上の逆向きの回転力による捻じれ
に対する対抗力が大きいことは上述したとおりである。
【０１１１】
〔前記組立体に冷却手段等を取り付けた構成〕
図７は、図６に示した組立体に冷却手段および前記ＤＣ／ＡＣインバータ基板４０に接続
される電源回路を取り付けた構成を示す斜視図である。
【０１１２】
同図において、樹脂枠体５００の裏面側を被うようにしてシールド材１００が配置され、
このシールド材１００の下側には一対の冷却ファン１０２Ａ、１０２Ｂが取り付けられて
いる。
【０１１３】
一対の冷却ファン１０２Ａ、１０２Ｂのうち、その一方の冷却ファン１０２Ａは前記ＤＣ
／ＡＣインバータ基板４０の下部に重畳されて配置され、この冷却ファンが取り付けられ
たシールド材１００の部分は空気流通経路としての開口が設けられている。
【０１１４】
これにより、冷却ファン１０２Ａによって流入された空気は、ＤＣ／ＡＣインバータ基板
４０の下部を冷却し、その冷却によって若干温まった空気は上昇することから該ＤＣ／Ａ
Ｃインバータ基板４０の上部にまで到って冷却できることになる。
【０１１５】
このことから、シールド材１００の上部には該空気を逃す孔１０４が形成され、空気の循
環が充分に図れるように構成されている。
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【０１１６】
図７では、この孔１０４は、枠体の上部にそのｘ方向に並設されて形成されたものである
。しかし、少なくとも、冷陰極線管３５の電極部の両端にそれぞれほぼ重畳するようにし
て形成し、また、その孔の径を大きくするようにしてもよいことはいうまでもない。
【０１１７】
この場合の冷却は、ＤＣ／ＡＣインバータ基板４０のみでなく樹脂枠体５００を介して配
置される冷陰極線管３５をも同時に冷却できるようになっている。
【０１１８】
ここで、冷陰極線管３５は、その全てにわたって加熱されることはなく、その両端の電極
部において特に加熱されることが知られている。
【０１１９】
このため、前記一方の冷却ファン１０２Ａは、冷陰極線管３５の一方の端部に重畳して配
置されていることから、各冷陰極線管３５における一方の端部を充分に冷却できるように
なる。
【０１２０】
このような理由から、一対の冷却ファン１０２Ａ、１０２Ｂのうち、他方の冷却ファン１
０２Ａは、冷陰極線管３５の他方の端部に重畳して配置されるようになっている。
【０１２１】
これらのことから、各冷陰極線管３５は、その両端部（電極部）のそれぞれにおいて、冷
却ファン１０Ａ、１０２Ｂによって充分に冷却され、それが加熱するようなことはなくな
る。
【０１２２】
このことは、液晶表示パネル１内の液晶が該加熱による特性劣化を起こすことがなくなる
ことから、品質の長期確保を図ることができる効果を奏する。
【０１２３】
また、これら一対の冷却ファン１０２Ａ、１０２Ｂの間には、比較的スペースの大きな領
域ができることから、前記ＤＣ／ＡＣインバータ基板４０に接続される電源回路１０６を
配置させるとによってスペースの有効利用が図れるようになる。
【０１２４】
なお、前記シールド材１００は、図５に示した組立体の捻じりに対するさらなる補強を図
るため、該組立体の側面に当接させるようにして屈曲させた側面１００Ａを有するように
構成されている。
【０１２５】
図８は、表示面側からみた構成図で、シールド材１００の前記側面１００Ａは、組立体の
４つの側面にそれぞれ当接するように屈曲されていることが明らかとなる。
【０１２６】
なお、前記シールド材１００は、その上面に電源回路１０６を搭載させた構成としたもの
である。しかし、この電源回路１０６は図５に示すシールド板７２に搭載させるようにし
てもよいことはいうまでもない。
【０１２７】
この場合シールド材１００は、その対応する領域に膨らみを持たせた形状として、該電源
回路１０６をシールドすることができるようになり、液晶表示装置の外部への電磁波の伝
播を阻止することができるようになる。
【０１２８】
なお、図７、図８において、その下側には支持台が取り付けられ、本実施例で説明した液
晶表示装置はいわゆる液晶表示モニタとして利用できるようになっている。
【０１２９】
〔前記冷却手段を取り付けた組立体〕
図９は、図７（および図８）に示した構成を示す図で、その中央は上フレーム８００側か
ら観た平面図、左右上下の各図はその方向から見た側面図を示している。
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【０１３０】
この図から明らかとなるように、液晶表示モニタとして必要な部品を全て取り付けた状態
であってもその厚さを薄く形成でき、液晶表示モニタとしての最も重要な長所を損なうこ
となく構成できるようになる。
【０１３１】
〔他の実施例〕
上述した実施例では、いわゆる横電界方式と称される液晶表示装置について説明したもの
である。
【０１３２】
しかし、たとえば縦電界方式等のように他の種類の液晶表示装置についても適用できるこ
とはいうまでもない。
【０１３３】
液晶の光透過率を制御する画素の構造に主たる相違があるのみで、それを除く他の構成は
ほとんど同じであるからである。
【０１３４】
【発明の効果】
以上説明したことから明らかなように、本発明による液晶表示装置によれば、捻じれに対
抗する強度の強い構造とすることができるようになる。
また、電源回路の保護を図ることができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による液晶表示装置の一実施例を示す等価回路図である。
【図２】本発明による液晶表示装置の一実施例を示す分解斜視図である。
【図３】本発明による液晶表示装置の画素の構成の一実施例を示す平面図である。
【図４】本発明による液晶表示装置に用いられる樹脂枠体の一実施例を示す（裏面）斜視
図である。
【図５】本発明による液晶表示装置に用いられるＤＣ／ＡＣインバータ基板の配置の一実
施例を示す平面図である。
【図６】図２に示す各部品の組立体を示す図で、その中央は観察側から観た平面図、左右
上下の各図はその方向から見た側面図を示している。
【図７】本発明による液晶表示装置に用いられる冷却ファンの配置の一実施例を示す斜視
図である。
【図８】図７に示した構成を反対側から見た場合の構成を示す斜視図である。
【図９】図７（および図８）に示した構成を示す図で、その中央は観察側から観た平面図
、左右上下の各図はその方向から見た側面図を示している。
【符号の説明】
１…液晶表示パネル、１０…コントロール基板、４０…ＤＣ／ＡＣインバータ基板、７１
…トランス、７２…シールド板、３００…バックライトユニット、５００…樹脂枠体、５
００Ａ…突起部、５００Ｂ…側面部、１０２Ａ，１０２Ｂ…冷却ファン、１０６…電源回
路。４００…液晶表示パネルモジュール、７００…中フレーム、８００…上フレーム。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】
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